
海旅－１ 

１ 管内旅客船事業の現況 

旅客船事業は、淡路島、小豆島、家島諸島、四国、九州方面への旅客輸送及び自動車航送を行っ

ているもののほか、関西国際空港へのアクセス事業、神戸港、姫路港、及び東播磨港における通船

事業並びに神戸港、山陰海岸、鳴門海峡での遊覧船事業がある。 

 

第１図 管内の主な一般旅客定期航路             （令和３年４月１日現在）                  
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 (1) 旅客船事業者数及び航路数 

所管事業者数及び航路数の状況は、第１～２表のとおりである。                              

管内の令和３年４月１日現在の事業者数及び航路数は、一般旅客定期航路事業１０社、 

１３航路（内、フェリーは１社、１航路）である。 

 

第１表 旅客船事業者数                    （各年度とも４月１日現在） 

  平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

旅客定期航路事業 １０ １１ １１ １０ １０ 

旅客不定期航路事業 １９ １８ １７ １８ １６ 
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第２表 旅客船航路数                     （各年度とも４月１日現在） 

  平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

旅客定期航路事業 １３ １４ １４ １３ １３ 

旅客不定期航路事業 ４２ ４０ ３８ ３８ ３７ 

 

 

(2) 旅客船事業の増減状況等 

令和２年度における旅客船事業の増減状況は、第３表及び第４表のとおりである。 

 

第３表  旅客船事業の新規許可航路（所管航路） 

事業区分 事業者名 航路名 許可年月日 
事業開始 

年月日 

旅客不定期航路事業 (株)Sevenseas cruiser 
神戸港中突堤起点 

大阪湾周遊 
Ｒ２．１２．２ Ｒ３．１．７ 

旅客不定期航路事業 (株)Sevenseas cruiser 
神戸港中突堤起点 

明石海峡周遊 
Ｒ２．１２．２ Ｒ３．１．７ 

 

第４表  旅客船事業の承継（所管事業者） 

事業区分 事業者名 航路名 届出年月日 
効力発生 

年月日 

旅客不定期航路事業 

（被承継人） 

(株)神戸クルーザー 

（承継人） 

(株)Sevenseas cruiser 

神戸高浜ハーバーラ

ンド起点神戸沖周遊 
Ｒ２．６．１９ Ｒ２．６．１ 

 

第５表  旅客船事業の廃止航路（所管航路） 

事業区分 事業者名 航路名 届出年月日 廃止年月日 

旅客不定期航路事業 坂口康弘 
伊毘港起点鳴門海峡

周遊 
Ｒ２．１０．１７ Ｒ２．１０．１７ 

旅客不定期航路事業 ルミナスクルーズ（株） 

神戸港中突堤起点大阪

湾周遊 

神戸港中突堤起点明石

海峡周遊 

神戸港中突堤起点関西

国際空港沖周遊 

Ｒ２．１０．２２ Ｒ２．９．２３ 
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(3) 輸送実績の推移 

管内発着航路の輸送実績(方面別・生活離島航路・神戸港起点遊覧船)の過去５年間の推移は、

第２図～第６図のとおりである。なお、（ ）内は対前年度比を示す。 

管内発着全航路（遊覧船等の不定期航路を含む）の輸送実績は、旅客１，９１８千人

（５３．７％）、自動車４８２千台（７９．７％）となっている。 

 

第２図 管内発着航路の輸送実績                （令和３年４月１日現在） 

 

 

九州方面の輸送実績は、旅客２３９千人（４８．３％）、自動車３１０千台（８８．７％）となっ

ている。 

第３図 方面別輸送実績（九州方面）              （令和３年４月１日現在） 
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淡路・四国方面の輸送実績は、旅客７２８千人（５７．５％）、自動車１７１千台

（６７．４％）となっている。 

 

第４図 方面別輸送実績（淡路・四国方面）           （令和３年４月１日現在） 

 

 

生活離島航路（家島・沼島）の輸送実績は、旅客６４８千人（８５．０％）となっている。 

 

第５図 生活離島航路（家島・沼島）              （令和３年４月１日現在） 
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神戸港起点遊覧船の輸送実績は、旅客１７６千人（３９．１％）となっている。 

 

第６図 神戸港起点遊覧船の輸送実績              （令和３年４月１日現在） 
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２ 不開港場寄港及び沿岸輸送特許 

 

船舶法第３条ただし書きの規定による不開港場寄港特許及び沿岸輸送特許に係る特許通知書交付件

数の推移は、第７～８図のとおりである。また、神戸運輸監理部が許可した沿岸輸送特許における貨

物輸送量及び旅客輸送人員の推移、不開港場寄港特許における仕向港別内訳、沿岸輸送特許における

輸送先別内訳は、第９図～第１２図のとおりである。 

 

第７図 不開港場寄港特許通知書交付件数            （令和３年４月１日現在） 

 

 

第８図 沿岸輸送特許通知書交付件数              （令和３年４月１日現在） 
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第９図 沿岸輸送特許における貨物輸送量            （令和３年４月１日現在） 

 

 

第１０図 沿岸輸送特許における旅客輸送人員          （令和３年４月１日現在） 
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第１１図 不開港場寄港特許における仕向港別内訳      （令和３年４月１日現在） 

 

 

第１２図 沿岸輸送特許における輸送先別内訳        （令和３年４月１日現在） 
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３ 海事思想の普及 
四面を海に囲まれた我が国にとって、海は国民生活と密接に結びついており、我が国の経済、国民

生活を支えるためには、広く国民の関心を海に向ける必要がある。そのため、神戸運輸監理部では、

海洋国家日本の発展に資するよう、海事産業の活性化、海洋環境の保全、海上における安全確保等に

関して海事思想の普及を図っている。 

今年度は新型コロナウイルス感染症の拡大のため、地域の海事関係者等と協力・連携して種々行事

を企画、参画した海事思想の普及の取り組みを例年のようには実施できないため、オンラインで海に

関するコンテンツを発信した。 

また、海事施設見学会については、小学生とその保護者を対象に、期間を定め、写真や感想を得る

ことを条件に募集し、チケットを配布することで、神戸海洋博物館、神戸ポートタワー、神戸港遊覧

船の見学会を実施し、小学生２２名とその保護者の参加を得ることができた。 

なお、関西クルーズ振興協議会の行事は開催されなかった。 

 

４ 感染症対策補助金の創設 
 令和２年度においては、感染症対策として補助金制度が創設され、管内旅客船事業者においても

利用されている。 

 

令和２年度２次補正 

地域公共交通確保維持改善事業費補助金（地域公共交通感染症拡大防止対策事業） 

 

○補助概要 

補助対象事業者 

離島航路事業及び離島航路事業とみなすこととされている事業を営む者 

 

補助対象事業内容 

・感染症拡大防止対策のための設備等の導入等に要する費用 

・必要な感染症対策を行ったうえで、船内等の密度を上げないよう配慮した実証運航に要する費用 

 

○利用社数 

７社 
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１ 内航海運の現況 

  (1) 内航海運登録事業者数等 

     管内の内航海運事業者数は、第１図のとおりである。 

 

第１図 管内の内航海運事業者数の推移（各年度末現在） 

 

 

 

(2) 法人・個人別事業者数 

      管内の法人・個人別の登録事業者数は、第１表のとおりである。 

 
   第１表 法人・個人別事業者数（各年度末現在） 

  平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

内航海運業 

登録事業者数 

１９２

（１３） 

１８４

（１１） 

１７９ 

（９） 

１７０ 

（８） 

１６７ 

（８） 

（  ）は個人事業者数で内数 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

192 184 179 170 167

53
52 50

50 48

0

50

100

150

200

250

300

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

（事業者数）

登録 届出



海貨 - 2 - 

 
(3) 船種・船型別船腹量及び隻数 

       令和２年度末の管内の所有船舶の船種・船型別船腹量及び隻数は第２表のとおりである。  

 

  第２表 船種・船型別船腹量及び隻数 （令和３年３月末現在）   

船腹量区分及び隻数 貨物船 

土・砂

利・石材   

専用船 

セメント

専用船 

自動車 

専用船 
油送船 

特殊 

タンク船 
合 計 

100G/T

未満 

船腹量

（G/T） 
1,608 150 0 0 455 0 2,213 

隻数(隻) 60 2 0 0 7 0 69 

100～

499G/T 

船腹量

（G/T） 
57,765 16,383 0 0 9,969 1,362 85,479 

隻数(隻) 163 36 0 0 27 3 229 

500～

699G/T 

船腹量

（G/T） 
7,056 629 0 0 1,100 1,226 10,011 

隻数(隻) 12 1 0 0 2 2 17 

700G/T

～ 

船腹量

（G/T） 
78,032 10,418 9,957 0 28,884 5,950 133,241 

隻数(隻) 32 7 1 0 8 2 50 

合 計 

船腹量

（G/T） 
144,461 27,580 9,957 0 40,408 8,538 230,944 

隻数(隻) 267 46 1 0 44 7 365 

 

 

(4) 自家用船舶使用届出状況（100 総トン以上） 

管内の自家用船舶の使用届出状況は、第２図のとおりである。 

 

  第２図 管内の自家用船舶使用届出状況 （各年度末現在）  
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(5) 内航海運業地区別登録事業者分布状況 

管内の内航海運業地区別登録事業者分布状況は、第３図のとおりである。 

 

  

  

  

阪神地区 59社

35.3%

淡路地区 19社

11.4%
播磨地区 23社

13.8%

家島地区

66社

39.5%

第３図 管内の内航海運業地区別登録事業者分布状況（令和３年３月末現在） 
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２ 貨物利用運送事業の現況 

     管内の貨物利用運送事業者数は、第４図のとおりである。 

（ただし、内航運送及び外航運送に係る第一種貨物利用運送事業者に限る。） 

第４図 管内の貨物利用運送事業者数の推移（各年度末現在）  

 

 

 

３ 港湾運送事業の現況 

（1） 港湾運送事業者数・許可数  

管内の指定港湾各地における許可数及び店社数（事業者数）等の推移は第５図から第７図のと

おりである。 

 

第５図 管内の港湾運送事業者の許可数及び店社数の推移  （各年６月１日現在） 
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第６図 管内の検数・鑑定・検量事業者の店社数と許可数の推移  （各年６月１日現在） 

                                 注．検数・鑑定・検量事業については全国一律許可 

    

第７図 管内の港湾運送関連事業者の店社数と届出数の推移  （各年６月１日現在） 

 

 (2) 港湾運送実績 

    ※（ ）内％は対前年度比を示す 

管内の港湾運送事業法の指定港である神戸港、尼崎西宮芦屋港、姫路港及び東播磨港の船舶積卸

実績は、第８図から第１１図のとおりである。  

神戸港における令和２年度の総取扱貨物量は、７７，３８３千トン（９２．１％）であった。品

目別では、コンテナ貨物６５，２６４千トン（９３．２％）、自動車２，３４７千トン

（８６．７％）、石炭２，３３９千トン（７９．０％）、鉄鋼１，６５２千トン（８６．６％）と

なっている。 
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第８図 神戸港船舶積卸実績の年度別の推移 

 

 

尼崎西宮芦屋港における令和２年度の総取扱貨物量は、２，０２８千トン（６１．８％）であっ

た。品目別では、自動車１，０２７千トン（６１．１％）、鉄鋼５９７千トン（６３．８％）、金属

くず９２千トン（６１．７％）の３品目が、全体の８割を占めている。 

 
 
第９図 尼崎西宮芦屋港船舶積卸実績の年度別の推移 

 



海貨 - 7 - 

姫路港における令和２年度の総取扱貨物量は、８，７６１千トン（９２．１％）であった。品目

別では、鉄鋼４，７２２千トン（８９．２％）、石炭１，６７０千トン（９３．８％）、金属く

ず８０９千トン（９２．０％）の３品目が、全体の８割を占めている。 

 

第１０図 姫路港船舶積卸実績の年度別の推移 

 

東播磨港における令和２年度の総取扱貨物量は、２７，４８５千トン（８７．２％）であった。

品目別では、金属鉱１０，０９８千トン（８４．６％）、石炭６，５５２千トン（９１．８％）、

鉄鋼５，３１０千トン（８９．２％）の３品目が、全体の約８割を占めている。 

 

第１１図 東播磨港船舶積卸実績の年度別の推移 
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はしけ稼働実績は、第１２図のとおりである。神戸港における令和３年３月末現在の港運はしけ

保有状況は、計１１０隻６２，３３９積トンで、令和２年度の輸送実績は６５５千トン

（９５．５％）であった。 

 
第１２図 管内のはしけ稼働実績の年度別の推移  

 

各港別の沿岸荷役の実績は、第１３図のとおりである。管内における令和２年度の沿岸荷役実績

は８５，７７４千トン（９３．８％）であった。 

 

第１３図 管内の沿岸荷役実績の年度別の推移  
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 (3) 港湾労働者の現況 

    神戸港の常用港湾労働者数は、令和３年３月末における港湾労働法上の届出数で５，５１７人

（対前年同月比１００．７％）であった。 

 

第１４図 神戸港における港湾労働者数（常用）の推移（各年度末現在）   

（資料）神戸公共職業安定所 
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１ 造船業の現況 

(1) 造船所の状況 

     管内造船所数は、第１表のとおりである。 

 

 第１表 管内造船所数（令和３年８月末日現在） 

 

 

 

 

(2) 船舶の建造・修繕実績 

                             ※（  ）内％は対前年比を示す 

令和２年の管内建造実績は３２隻（１０６．６％）、総トン数は１０，４９７トン(１１７．

４％)と増加したものの平成２８年以降の減少傾向は続いている。 

また、修繕実績は９４８隻（２２３．６％）、工事金額は２９０億円（１１０．７％）とな

り、隻数・工事金額ともに増加したものの、トン数あたりの工事金額は減少している。 

 

 

 

小型船造船業法

許　 可 届　 出 登録

造船所数 造船所数 造船所

20 20 25 65

（注）
１．　国土交通省資料による
２．　造船法許可造船所は、５００総トン以上又は長さ５０メートル以上の鋼船を製造、修繕すること
ができる造船所
３．　小型船造船業登録造船所は、２０総トン以上又は長さ１５メートル以上の鋼船（５００総トン以
上又は長さ５０メートル以上のものを除く。）及び木船を製造、修繕することができる造船所
４．　造船所数合計は、造船法及び小型船造船業法に基づいて、許可、登録、届出されている造
船所の数

神戸運輸監理部管内造船所数

（令和3年8月末日現在）

造船法

造船所数合計
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２ 舶用工業の現況 

(1) 舶用工業事業所数 

管内の舶用工業事業所数は５７事業所で、このうち、中小企業（資本金１億円以下の事業者）

の事業所数は３４事業所であった。 

    

第３図 資本金別・舶用比率別事業所数        第４図 業種別事業所数 

（令和２年１２月３１日現在）        （令和２年１２月３１日現在）

 

  

注）船舶用機関又はぎ装品（これらの部分品・附属品を含む）の製造又は修繕のための事業所

（工場）を有し、常時５人以上の従業員を使用している事業所。造船法に基づく報告書をも

とに作成しているため、提出状況により変動がある。「専業」とは、舶用比率が５０％を超

えるものをいう。 

中小専業 18

中小 16

大手専業 12

大手 11

ぎ装品 16

航海用機器 9

舶用補助機械 8

係船・荷役機械 8

舶用内燃機関 6

部分品・附属品 4

その他 3

軸系及びプロペラ 2 舶用タービン 1
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29

23

30 32

77
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41
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億円隻 隻数 工事金額

年

第１図 建造実績の推移 第２図 修繕実績の推移 
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 (2) 舶用工業の実績 

(ｱ) 生産動向 

    令和２年の管内舶用工業製品の生産額は、対前年比７．０％増の１，９４３億円となった。 

品目別で生産額が増加した製品は、次のとおりである。 

ぎ装品       １３５億円（前年比  ３５．３％増） 

航海用機器     ２２１億円（前年比  １８．３％増） 

軸系及びプロペラ  ２０５億円（前年比 １３９．５％増） 

舶用内燃機関  １，１２２億円（前年比  ４８．１％増） 

舶用補助機械    １３７億円（前年比  ２９．１％増） 

品目別で生産額が減少した製品は、次のとおりである。 

係船・荷役機械    ２３億円（前年比  ３６．４％減） 

部分品・附属品   １００億円（前年比  ８１．６％減） 

第５図 生産実績の推移 

        

第６図 令和２年 品目別生産実績  

1,781 
1,900 1,816 

1943

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

平成29年 平成30年 令和元年 令和2年

舶用内燃機

関 1,122 

部分品・附

属品 100 

航海用機器

221 

舶用補助機

械 137 

ぎ装品 135 

軸系及びプロペラ 205 係船・荷役機械 23 

（単位：億円） 

合計 

1,943 億円 
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(ｲ) 修繕動向 

令和２年の管内舶用工業事業者における修繕額は、対前年比２５．４％減の１００億円と

なった。 

第７図 令和２年 業種別修繕実績 

 

（ｳ）輸出動向 

令和２年の管内舶用工業製品の輸出額は対前年比１１．６％減の６４３億円となった。 

品目別で輸出額が増加した製品は、次のとおりである。 

ぎ装品      １．８億円（前年比 １４７．０％増） 

船用ボイラ    ０．０８億円（前年度実績無し） 

船用補助機械    ４３億円（前年比  ４．２％増） 

品目別で輸出額が減少した製品は、次のとおりである。 

舶用内燃機関   ３６１億円（前年比 １１．９％減） 

航海用機器    ２２９億円（前年比 １３．０％減） 

軸系及びプロペラ ７．９億円（前年比 ３４．３％減） 

第８図 輸出契約実績の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

航海用機器 37 

舶用内燃機関 28 

その他 16 

舶用補助機械 10 

ぎ装品 8 

（単位：億円） 

合計 

100 億円 
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アジア

411 

ヨーロッ

パ 153 

北アメリカ

62 

オセアニア

10 
南アメリカ 5 

アフリカ 3 

その他 0 

第９図 令和２年 品目別輸出契約実績     第１０図 令和２年 地域別輸出契約実績 

 

   

(ｴ) 輸入動向 

令和２年の管内舶用工業事業者による舶用工業製品の輸入額は、対前年比２５．０％増の 

１２１億円となった。 

 

第１１図 輸入実績の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

舶用内燃機関
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航海用機

器 229 

舶用補助機械
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643 億円 
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643 億円 
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第１２図 令和２年 品目別輸入実績       第１３図 令和２年 地域別輸入実績 

   

 

３ 造船業・舶用工業対策等 
(1) 人材の育成 

今後少子高齢化が更に進み、他産業との人材獲得競争の激化が想定される中で、造船業の成長

を支える人材の確保・育成の取組の一層強化が不可欠となっており、神戸運輸監理部では人材育

成に関する産官学連携の強化を推進している。 

(ｱ) 地域造船技能研修センターへの支援等 

造船技能者育成のため、平成１６年から地域造船技能研修センターが全国で６カ所設立さ

れた。 

管内では、平成２０年３月に「相生技能研修センター」が設立され、新人向けの知識・技

能や専門技能の教育の場として重要な役割を果たしている。 

なお、令和２年度に実施した同技能研修センターにおける研修は以下のとおりであ 

る。（中止の理由は、新型コロナウイルス感染症の影響によるもの） 

・ 令和２年４月～５月   新人研修      （中止） 

・ 令和２年８月      機関仕上げ（３級）（３社４名）（以下は専門技能研修） 

・ 令和２年９月      配管艤装(３級)   （中止） 

・ 令和２年１０月     機関仕上げ（２級）（３社４名） 

・ 令和２年１０月     溶接（２・３級）  （５社５名） 

神戸運輸監理部では、同技能研修センターに対し、地域の造船技能研修センターとして 

の運営、機能強化・拡充等に向けた支援を続けている。 
 (ｲ)  造船・舶用企業との連携 

航海用機器

74.3

舶用内燃機関
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ぎ装品
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舶用補助機械 4.6
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係船・荷役機械
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5.7
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0.3
その他

0.2

合計 

121 億円 

合計 

121 億円 
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造船・舶用企業で就業する若手従業員を対象に、新人研修会を例年実施しているが、令和

２年度においては新型コロナウイルス感染拡大の影響により、やむをえず中止することとな

った。 

(ｳ)  教育機関との連携 

神戸運輸監理部では、次世代の海事産業の担い手を育成するため、兵庫県高等学校教育研

究会や神戸舶用工業会と連携して、工業高校の教員・生徒を対象にさまざまな研修を実施し

ている。 

令和２年度の実施状況は以下のとおり。 

 

（教員対象） 

・令和２年 ８月  ダイハツディーゼル姫路(株) 施設見学会 

 ※生徒を対象とした研修については、新型コロナウイルス感染防止対策のため、令和２年

度は実施せず。 

 

（2）造船業における労働災害防止指導 

  造船所における労働災害事故防止のため、昭和５８年５月から、造船事業者等が「全国造船安

全衛生対策推進本部」を設置している。神戸運輸監理部では、同本部の西日本総支部兵庫支部の

幹事会に参加するほか、同支部が行う安全衛生相互点検パトロール等に同行するなどの支援、協

力を行っている。しかしながら、令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影響により実施でき

なかった。 

 

 

４ 舟艇利用の現況 
(1) 「海の駅」を利用したマリンレジャーの普及推進 

海の駅は、マリンレジャーの普及及び地域・観光振興の観点から、「いつでも、誰でも、気軽

に、安心して立ち寄り、利用でき、憩える場所」として全国各地に展開され、令和３年８月末現

在、 

１７７駅が登録されている。  

神戸運輸監理部は、海の駅ネットワーク関西連絡会事務局の一員として、各種イベントを通

じ、海離れが指摘される子どもや若者を始めとした国民全体に海や船に触れる機会の創出と、海

事・海洋に関する情報発信を行っている。 

管内においては、令和３年２月に「にしのみや・えびす海の駅」が登録され、令和３年８月末

現在、１２駅が｢海の駅｣となっている。（管内「海の駅」の所在については、第１４図のとお

り。） 
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また、令和２年度におけるマリンレジャーの普及推進に向けた主な取り組みは、以下のとおり

である。  

(ｱ) 海の駅ネットワーク通常総会への出席（書面開催（令和２年５月１日書面決議）） 

※新型コロナウイルス感染拡大の影響により書面決議 

(ｲ) 関西フローティングボートショーにおける出展（令和２年１０月１６日～１８日） 

(ｳ) 関西舟艇利用振興対策連絡会議の開催（書面開催（令和３年３月１５日書面決議）） 

※新型コロナウイルス感染拡大の影響により書面決議 

(ｴ) 海の駅ネットワーク関西連絡会総会（書面開催（令和３年２月１日書面決議）） 

※新型コロナウイルス感染拡大の影響により書面決議 

 

第１４図 兵庫県内の「海の駅」登録状況（令和３年８月末現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

No 名称 登録日 

① しんにしのみや海の駅 H16.9.1 

② こうべすま海の駅 H16.9.1 

③ こうべたるみ海の駅 H16.9.1 

④ ひめじきば海の駅 H16.9.1 

⑤ あわじ交流の翼港海の駅 H17.3.9 

⑥ すもとサントピア海の駅 H18.1.30 

⑦ むろつ海宝海の駅 H18.3.27 

⑧ 南あわじみなと海の駅 H18.10.23 

⑨ あいおい白龍城海の駅 H19.5.13 

⑩ あわじ島つな港海の駅 H25.7.15 

⑪ ひめじいえしま海の駅 H27.4.1 

⑫ 
にしのみや・えびす海の
駅 R3.2.1 

⑨ 

⑪ 

⑩ 

⑧ 

⑦ 

⑥ 

⑤ 

④ 

③ ② 
① ⑫ 
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 (2) 海の駅・防災桟橋等の活用による舟艇利用促進事業 

本事業は、災害時の船舶を活用した支援の実施や啓開・復旧・輸送等に係る施設管理者、民間事

業者等の間の情報共有及び連携体制強化の内容を盛り込んだ国土強靱化基本計画を背景に、舟艇の

利用拡大と災害時の舟艇を利用した防災体制の構築・災害対応を両立させることを目的に実施する

ものである。 

神戸運輸監理部においても、小型船舶の特性を考慮するとともに船舶所有者の協力を仰ぎつつ、

防災桟橋等の現有施設を活用した被災地復興支援計画の策定を自治体とともに検討している。 

 

５ モーターボート競走の現況 
令和２年度の全国モーターボート競走場の年間売上金額は２０，９５１億円（対前年度比３

５．７％増）となっている。 

一方、尼崎競走場の年間売上金額は６２５億円（対前年度比１９．３％増）となっている。 

兵庫県内には、神戸新開地、姫路、滝野、洲本、朝来、相生の６カ所の場外発売場（ボートレ

ースチケットショップ（BTS））がある。 

 

第１５図 モーターボート競走売上金額の推移（令和３年３月３１日現在） 

 

※資料出所：BOAT RACE Monthly Report 
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１ 

１ 船員労働の現況 

(1) 船員の労働組合組織率 

船員法適用船員数及び船員労働組合の組織状況は、次のとおりである。 

 第１図 船員の労働組合組織率             （令和２年１０月１日現在） 

 

注）船員数及び組織船員数は、船員法第 111 条報告による（船員数は、非雇用船員を含まない。）。 

「汽船」は、貨物船・旅客船・専用船を示す。 

「その他」は、曳船・押船・はしけ・作業船・浚渫船・官公庁船等を示す。 

 

 

(2) 船員最低賃金の状況 

最低賃金の決定は、「船員の生計費」、「類似の船員の賃金」、「通常の事業の賃金支払能力」を考

慮して、必要があると認めるときは近畿地方交通審議会に諮問を行うこととなっている。 

令和２年度は、内航団体の労使中央交渉や消費者物価指数等諸般の状況等を考慮し、神戸運輸

監理部長権限にかかる「内航鋼船運航業及び木船運航業」、「海上旅客運送業」、「漁業（沖合底び

き網）」について、令和２年８月３日に諮問がなされ、近畿地方交通審議会神戸船員部会の下に各

専門部会が設置され審議が行われた。 

その後、令和３年１月１５日に各最低賃金の改正について近畿地方交通審議会より答申があっ

た。これを受けて令和３年２月２４日に改正を決定、同４月１６日に各最低賃金の改正が発効し

た。 

 

(3) 船員の福利厚生施設の状況 

(ｱ) 宿泊等施設 

管内の宿泊・休憩施設は、次のとおりである。 

      (一財) 日本船員厚生協会 神戸大倉山海員会館（エスカル神戸） 

 

448

93

829

896

354

1,090

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500

その他

漁船

汽船

組織船員数 未組織船員数

計1,344人
（組織率：33.3%）

計447人
（組織率：20.8%）

計1,919人
（組織率：43.2%）

合計船員数：3,710人 （組織率：36.9%）
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  (ｲ) 医療施設 

管内の医療施設は、次のとおりである。 

（公社）日本海員掖済会 神戸掖済会病院      

     （一財）神戸マリナーズ厚生会 神戸マリナーズ厚生会病院 

 

 (4)  船員の確保対策 

船員不足が顕在化してきている中、令和２年度は次のとおり対策事業を実施した。 

(ｱ) 水産系高校生を対象とした内航海運事業者によるインターンシップ助成事業について、 

  事業者並びに水産系高校を募集したが、実施に至らなかった。 

(ｲ) 新たな分野から船員を確保・育成する事業者を支援する「船員計画雇用促進等事業」に 

ついて、７事業者（４５人）に対して５，０８０，０００円の助成金を支給した。 

このほか、船員の確保対策を目的として、神戸地区内航船員確保対策協議会、神戸海事

地域人材確保連携協議会と連携して実施している。詳細は、第１、第２表のとおりであ

る。 

 

第１表 若年内航船員確保対策事業 

行事名 実施日（回数） 対象 概要 

出前授業 通年 

（８回） 

小・中学生等 海の仕事や船員という仕事に対する関心を深めるこ

とを目的に、総合学習授業に海事関係者を講師とし

て派遣し、海事教材を使用した授業を実施 

帆船「みらいへ」を活

用した動画撮影・配信 

      一般 

（若年層） 

多くの方に海技士を目指すきっかけとなることを目

的とし、船員の仕事をする上で有利となる海技免状

の取得や、６級海技士養成コースの内容の紹介、船

員を目指す実習生へのインタビューを Youtube チャ

ンネルにて公開 

 

 

第２表 内航船員確保対策事業     

就活講演会 １２月１１日 若年求職者 若者しごと倶楽部などと連携し、内航船員を就業の

選択肢としてもらうことを目的に、同倶楽部が主催

する講演会で「船員の仕事」等について講演を実施

予定だったが、新型コロナ感染拡大の影響により

DVD 視聴並びに資料提供のみ依頼 
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就職面接会（兵庫労働

局との連係） 

不開催      若年求職者 

 

兵庫労働局と連携し、内航船員を就業の選択肢とし

てもらうことを目的に、同局が主催する就職面接会

で船員の仕事・内航海運の紹介するものであるが、

新型コロナ感染拡大防止の観点により不開催 

就職面接会（自衛隊援

護協会との連携） 

１０月７日 退職自衛官 自衛隊援護協会と連携し、内航船員を就業の選択肢

としてもらうことを目的に、同協会が主催した就職

説明会で船員の仕事・内航海運の紹介 

めざせ！海技者セミナ

ー in KOBE 

３月 練習船 

実習生等 

参加事業者を募集し準備をすすめていたが、新型コ

ロナウイルス拡大防止の観点により開催を中止した

ため、参加予定の学校へ求人情報の提供、監理部 HP

にて参加予定事業者のリストの公開等、求職活動に

有益となる情報提供を実施 

 

(5)  個別労働関係紛争等の処理状況 

令和２年度は「個別労働関係紛争」、「労働に関係に関する相談」は無かった。 

 

２ 船員職業安定業務の現況 

(1) 船員の雇用情勢 

令和２年の船員職業紹介実績は第３表、船員労働需給の状況は第２図のとおりである。 

新規求人数は、平成３１年の３３１人から６７人減少して２６４人となり、新規求職数は平

成３１年の１９６人から４人減少して１９２人となった。 

また、有効求人倍率の月間平均倍率は１．４０倍と前年の１．８６倍を０．４６ポイント下回

っている。 

 なお、新規求職数の年齢構成は第３図のとおりであり、３０歳代までの若年層は３５．９％

（前年３３．７％）と、前年より増加し、５０歳代以上の中高年齢層は４４．８％（前年４９．

５％）と、減少した。 

 

第３表 船員職業紹介実績（令和２年１月～令和２年１２月） 

  新規求人数 新規求職数 成立数 新規求人倍率 １．３８ 倍  

外 航 ０ 人 １ 人 ０ 人 月間有効求人数（平均） 

月間有効求職数（平均） 

７２ 

５２ 

人 

人 内 航 ２４０ 人 １６４ 人 ３９ 人 

漁 船 ４ 人 ３ 人 １ 人 月間有効求人倍率（平均） １．４０ 倍  

その他 ２０ 人 ２４ 人 ４ 人 充 足 率 ５．１ ％ 

計 ２６４ 人 １９２ 人 ４４ 人 就 職 率 ６．９ ％ 



                   海員 - - 

 

４ 

 

第２図 船員労働需給の状況（令和２年１月～令和２年１２月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３図 新規求職数の年齢構成（令和２年１月～令和２年１２月） 

 

 

                   

                                     

              

           計１９２人                           

     

 

 

 

 

 

(2) 雇用促進等対策 

      (ｱ)  求人開拓 

管内の船員需給状況を把握するとともに、船員の雇用機会の拡大と事業者の船員確保を 

進めるために、次のとおり実施した。 
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 訪問事業者数       １２社 

 求人票提出事業者数     ５社 

  就職成立数         ０人 

  

       (ｲ)  就職促進対策  

令和２年度の雇用保険受給資格者への再就職の促進に必要な公共職業訓練受講指示 

については、次のとおり実施した。 

（独）海技教育機構海技大学校 ４級海技士（航海）１人、４級海技士（機関）１人 

（一財）尾道海技学院     ６級海技士（航海）１人 

 

 (3)  雇用保険に係る失業等給付 

令和２年度の雇用保険に係る失業等給付は、次のとおり実施した。 

受給者数         ３６名（実人数） 

支給件数        １０４件（延べ件数） 

支給額  ２０，０７９，８００円 

 

(4) 船員派遣事業 

船員派遣事業の許可事業者数は、１１社（令和３年３月末現在）となっている。 

 

(5) 学校等が行う無料の船員職業紹介事業について 

(ｱ) 学校が行う船員職業紹介事業 

学校が行う無料の船員職業紹介事業の届出事業者は、３校（令和３年３月末現在：（独） 

海技教育機構海技大学校、国立大学法人神戸大学、兵庫県立香住高等学校）となっている。 

      (ｲ) 団体が行う船員職業紹介事業 

          無料の船員職業紹介事業の許可は、２団体（令和３年３月末現在：浜坂漁業協同組合、 

但馬漁業協同組合）が許可を受けている。 

 

 


